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	障精発1214第3号

精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について
	（別添１）精神科病院における「虐待通報が義務化」されます
	（別添２）精神科病院における虐待通報の義務化について（患者用）


	Text1: 石川県精神科病院に係る障害者虐待対応窓口　076-225-1964
院内虐待相談窓口　076-231-5477　担当：看護部長


